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◉
東
京
都
告
示
第
七
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
一
号
東
京

都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
六
十
四
号
成

城
み
つ
池
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
四
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
六
十
四
号
成

城
み
つ
池
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
二
月
四
日
か
ら
令
和
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

目

次

令
和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
七
十
三
号
大

蔵
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
七
日
か
ら
令
和
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
七
号

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
九
・
六
・
五

号
砧
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

な
し

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
三
件
）
…
…

　

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…	

一

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
高
齢
者
施
策
推
進
部
介
護
保
険
課
）…	
二

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
取
消
し
…
…（
同
）…	

二

公
　
　
　
告

○
権
利
変
換
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…	

二

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…	

二

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
二

号
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
権
利
変
換
計

画
を
変
更
し
た
の
で
、
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三

十
八
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
七
年
二
月
四
日

　
　
　
　

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

　
　
　
　
　
　

施
行
者　

東
京
都

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事

業
の
名
称

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号

勝
ど
き
サ
ン
ス
ク
ウ
ェ
ア

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備
事
務
所

四

権
利
変
換
計
画
に
係
る
施

行
地
区
に
含
ま
れ
る
地
域

の
名
称

中
央
区
晴
海
五
丁
目
の
一
部

五

権
利
変
換
計
画
の
認
可
を

受
け
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
六
日

六

権
利
変
換
計
画
の
変
更
の

認
可
を
受
け
た
年
月
日

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日

サ
ー
ビ
ス
の
種

類

事
業
者
の

名
称

事
業
所
の

名
称

事
業
所
の

所
在
地

指
定
取
消

年
月
日

訪
問
看
護

株
式
会
社

た
ん
ぽ
ぽ

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン　

べ

ん
て
ん

練
馬
区
土

支
田
一
丁

目
三
十
一

番
十
一
号

　

山
八
マ

ン
シ
ョ
ン

Ａ
棟
一
〇

五
号

令
和
六
年

十
二
月
二

十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
三

号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
百
四
十
条
の
二
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種

類

事
業
者
の

名
称

事
業
所
の

名
称

事
業
所
の

所
在
地

指
定
取
消

年
月
日

介
護
予
防
訪
問

看
護

株
式
会
社

た
ん
ぽ
ぽ

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン　

べ

ん
て
ん

練
馬
区
土

支
田
一
丁

目
三
十
一

番
十
一
号

　

山
八
マ

ン
シ
ョ
ン

Ａ
棟
一
〇

五
号

令
和
六
年

十
二
月
二

十
七
日

公
　
　
　
告

権
利
変
換
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　

世
田
谷
区
成
城
四
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
世
田
谷
第
一
号

下
代
田
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
二
月
四
日
か
ら
令
和
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

	

世
田
谷
区
代
沢
三
丁
目
及
び
代
沢
四
丁

目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消

す
こ
と
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
三
号
及
び
介
護
保

険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十

一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
７
年
２
月
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
収
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
松
　
尾
　
　
　
　
弘

１
　
起
業
者
の
名
称
　
東
京
都

２
　
事
業
の
種
類
　
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
補
助
線
街
路
第
29号
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線

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
記
の
と
お
り

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
　
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
　
令
和
７
年
１
月
23日

       
 
別記

裁決手続の開始を決定した土地 土地所有者 土地に関して権利を有する関係人 

備考 
所在 地番 地目 登記簿上

の地積 実測地積 
収用しよう

とする土地

の面積 
氏名 住所 氏名 住所 権利の種類 

㎡ ㎡ ㎡

東京都品川区

西大井五丁目

番 宅地 村田知砂 東京都品川区西大井

六丁目１番１－ 号

宮木丸美 東京都品川区西大井

四丁目 番２－ 号

借地権
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


